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雑
録
、

る
乙
と
を
得
ム
ヂ
。
新
ー
た
に
海
外
領
土
を
獲
得
し
た
る
結
果
困
難
に
関
連
し
て
奇
ま
る
は
若
し
此
関
難
仁
し
て
軍
事
上

は
之
が
経
替
の
候
仁
-
嘗
る
可
き
敏
腕
気
鋭
の
士
を
要
求
す
の
勤
務
叉
は
危
険
じ
闘
す
る
宅
.
の
な
る
ー
に
き
は
日
本
人
は

而
し
て
此
要
求
は
蹴
に
或
鮪
仁
於
て
満
足
せ
ら
れ
セ
ー
り
。
'
泉
て
奮
越
し
て
之
に
静
岡
る
が
故
に
業
困
難
は
立
ろ
に
袖
削
減
.

予
は
蕃
一
陣
及
び
朝
鮮
に
在
任
す
る
数
多
の
有
潟
な
る
日
本
一
す
可
し
。
此
愛
図
的
精
紳
は
同
氏
牲
の
養
成
指
導
土
頗
る

官
変
と
舎
兄
し
た
ん
ノ
O

凶
ょ
ん
実
数
非
常
に
多
し
と
お
ふ
一
位
意
す
可
き
乙
I
L
仁
腐
す
。
以
上
述
ん
か
る
所
は
日
本
政
治

に
非
合
る
常
現
に
必
要
な
る
人
員
を
補
佐
し
得
、
党
る
の
事
一
家
の
了
得
せ
る
所
に
し
て
予
は
東
洋
大
帝
図
の
潟
政
者
が

安
は
今
後
絞
替
の
匙
捗
ず
る
仁
一
作
ふ
て
要
す
る
に
至
る
可
一
結
極
此
殖
民
問
題
の
解
決
に
成
功
す
可
き
を
疑
は
ず
心
山
も

を
人
材
を
幾
怪
ず
る
に
難
か
ら
も
d

る
の
読
左
な
t
り
と
な
す
一

{
i
i
j
j
i
)
l
i
j
l
!
;
!
l
t

を
得
可
し
。
之
と
何
時
に
視
に
猫
民
地
に
在
任
す
る
官
真
一

4

・、t
z
j
i
z

等
紘
一
幼
児
ハ
一
蹴
一
統
治
上
の
諸
問
題
に
接
絢
ず
る
乙

ι仁
よ
ιり
一

寸

λ
H↑
鼠
¥
臨
隣
家
前
倒
と

て
次
第
に
経
験
を
積
み
奨
結
果
大
に
母
倒
政
府
の
殖
民
地
一
そ
の
反
動

政
策
に
貢
献
す
る
仁
一
企
る
可
し
。
左
拡
云
ヘ
日
本
閥
、
文
る
一

t
日

L
I
K

唱

の

今

日

殖

民

地

の

行

政

上

に

要

す

る

下

級

官

支

を

募

集

一

本

巨

王

手

周

一

ず
る
に
付
ぎ
て
は
少
な
か
ら
合
る
困
難
を
戚
歩
可
し
。
統
一
定
の
}
倍
加
は
チ
1
グ
ラ
1

教
授
「
第
十
九
世
紀
岡
山
潮
史
し
申
の
二
郎
を
抄
諜

治
す
可
き
地
域
拡
旋
湖
に
し
て
帝
闘
と
し
て
の
責
務
は
驚
一
せ
1
8
の
な
円
前
…
紀
初
年
一
に
於
け
る
間
還
の
政
治
思
怒
の
雲
院
は
之
を

く
可
き
漣
皮
を
以
て
英
一
悌
、
上
に
堂
島
し
来
れ
AJO
日
本
は
一
明
治
年
問
削
減
益
曾
開
設
前
に
於
け
る
明
治
思
想
の
鑓
滋
と
比
較
L
て
類

一
似
の
賠
甚
だ
多
t
若
t
本
綾
と

t
て
一
識
の
撲
を
得
ば
更
に
他
の
制
と
桜

今
や
全
身
会
誌
を
捧
げ
て
困
難
な
る
殖
民
地
の
事
業
仁
従
一

(
ζ

と
ι一る可
L

E

ー
事
す
可
を
多
数
の
青
年
を
要
す
。
加
か
も
此
要
求
は
婚
家

e

(

ご
個
人
主
義
的
国
家
観

仁
於
て
弓
決
し
て
消
滅
す
る
乙
冒
と
な
か
る
可
し
。
設
に
此
'
欧
羅
巴
濁
立
戦
役
後
、
、
人
民
個
人
の
図
家
に
於
狩
る
地
位

ー...... -
-‘ ___.‘ 
._.‘ 、.回開‘

の
純
寝
耳
と
相
候
っ
て
、
問
家
の
職
分
本
性
仁
閥
ず
る
思
恕
明
専
制
の
警
察
岡
仁
封
ず
る
厭
悪
の
清
仁
阪
胎
せ
る
側
関
家

概
念

g
亦
改
ま
る
に
至
つ
柱
。
一
必
九
二
年
、
プ
ム
ボ
ル
夫
れ
白
樺
仁
封
ず
る
厭
怒
の
慌
が
合
ま
れ
て
居
る
。
叉
他

ト
は
共
の
強
制
寸
同
家
活
動
限
界
論
t

一
に
於
て
倒
家
活
動
の
範
方
仁
一
於
て
彼
は
新
人
女
的
思
想
の
個
人
主
義
郎
、
有
識
者

闘
を
根
め
て
狭

υ解
し
、
閥
家
の
教
化
的
職
分
を
否
認
し
を
し
て
組
閣
岡
家
を
冷
遇
終
脱
す
る
に
至
ら
し
め
食
る
主

態
に
閥
家
内
外
に
謝
す
る
防
衛
を
以
〈
英
の
喰
一
の
職
分
観
主
義
の
影
響
を
が
も
受
け
て
居
つ
北
の
で
あ
る
。
彼
が
必

之
認
め
セ
。
印
も
彼
は
積
極
的
仁
拡
斯
、
之
一
一
日
ふ
て
居
る
。
カ
を
傾
注
し
セ
る
は
自
己
修
養
，
ア
あ
っ
て
従
っ
て
ヂ
オ
ゲ

『
内
受
外
忠
仁
艶
し
岡
一
家
の
静
認
安
寧
を
維
持
保
障
す
る
ネ
ス
の
如
く
岡
家
仁
冷
淡
な
ら
診
る
を
得
な
か
っ
柱
。
支

は
岡
家
の
目
的
J
一
ず
る
所
に
し
て
叉
是
れ
閥
家
を
煩
は

3

書
に
よ
J

り
意
見
に
徴
し
、
此
青
年
ブ
ム
ボ
ル
ト
を
、
l
・1
勿

ね
ば
な
ら
ぬ
所
で
・
あ
る
』
と
。
叉
彼
は
消
極
的
は
次
の
如
く
一
論
青
年
ブ
ム
ボ
ル
ト
ム
彼
は
後
年
設
を
獲
b
セ
)
t
i
l
l
理
論

断
言
し
て
居
る
o
吋
絶
叫
到
に
必
要
な
る
法
規
の
自
然
的
自
護
一
一
的
無
政
府
主
義
の
先
駆
者
の
一
人
と
認
む
る
に
て
は
、
決

的
結
果
と
し
て
避
く
可
か
ら
芯
る
の
範
悶
会
越
え
て
、
直
一
し
て
誤
つ
て
は
ほ
泊
ら
ぬ
。

接
間
接
関
民
の
道
徳
品
牲
に
影
響
す
る
如
き
措
置
は
、
ゐ
二
プ
イ
ー
ス
ゴ
乃
至
一
ア
ル
の
史
劇
詩
家
と
し
て
閥
家
組
闘
を

然
之
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
叉
此
概
念
を
助
長
す
る
一
拐
一
一
厳
正
し
く
解
し
得
な
る
ジ
ル
ラ
!
悲
理
論
上
に
於
て
は

の
も
の
、
株
仁
数
育
宗
数
上
の
施
設
者
修
絵
の
如
舎
は
、
一
ブ
ム
ボ
ル
ト
と
撲
を
一
ぶ
せ
る
制
慨
が
あ
る
0

「
美
的
数
育
し

会
く
岡
家
職
分
の
範
閣
外
仁
筋
ず
る
M

も
の
で
あ
る
と
」
o
新
一
の
著
者
た
る
彼
に
取
っ
て
は
滋
賀
の
岡
家
は
巴
を
符
ぎ
る

〈
プ
ム
ボ
ル
ト
が
閥
家
の
目
的
を
狭
陸
な
る
範
閣
に
眠
ら
一
の
闘
家
，
で
あ
L
リ
、
叉
必
要
な
る
惑
で
あ
っ
花
、
彼
の
理
想

文
る
は
¥
一
は
彼
が
の
/
ヱ
ル
ネ
ル
宗
数
令
夜
布
後
問
看
な
一
-
印
も
美
的
外
相
慨
を
兵
へ
自
由
の
託
公
屈
を
以
て
成
立
せ
る
弘
一
一
〈

く
伯
林
高
等
法
院
附
試
補
と
し
て
得
た
る
所
の
経
験
に
図
的
関
家
は
必
要
ょ
ん
云
へ
ば
す
べ
て
の
紳
士
の
必
畑
山
に
求

る
昔
、
其
根
本
仁
於
で
は
干
渉
至
ら
念
る
な
き
後
見
的
関
め
得
ら
る
、
の
で
あ
る
、
併
し
安
際
よ

64一
万
ヘ
ば
醇
乎
な

93 
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雑t

銭

9壬

る
数
合
醇
乎
'
大
る
共
和
閣
と
同
b
く
僅
々
一
一
一
一
一
の
少
数
者

の
問
に
於
て
の
み
見
出
3
る
、
仁
過
ぎ
ぬ
。

並
(
の
少
数
者
の
問
仁
は
無
意
識
な
る
綾
倣
な
く
、
務
J

り
回

有
の
美
一
牲
が
令
一
"
蜘
仰
を
文
肥
し
、
複
雑
な
る
閥
係
視
仁
大
騰

な
る
淡
泊
よ
し
認
が
な
る
無
邪
気
と
が
雑
持
せ
ら
れ
、
他
人

の
自
由
を
~
妨
害
し
て
自
我
の
自
由
を
主
張
す
る
の
要
な
く

己
の
名
前
撲
を
棄
て
、
快
楽
を
食
る
の
要
な
を
枇
舎
を
一
五
ふ

の
で
あ
る
、
此
美
的
岡
家
は
紳
士
を
作
る
に
あ
ら
歩
し
て

紳
士
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
、
仰
と
な
れ
ば
其
の
岡
家

仁
於
け
る
全
般
の
意
思
は
、
唯
美
的
滋
養
を
受
付
文
る
個

人
に
披
J

り
て
行
は
る
、
か
ら
で
あ
る
。
個
人
間
の
調
和
を

前
提
と
せ
合
れ
ば
一
枇
舎
の
調
和
は
求
め
ら
れ
ぬ
。
従
っ
て

ジ
ル
ラ
!
の
眼
目
と
す
る
所
も
亦
岡
家
的
観
念
に
あ
ら
や
/

し
て
美
的
個
人
の
養
成
仁
あ
っ
、
な
の
で
あ
る
。

此
閥
家
の
冷
静
軽
蔑
は
、
常
関
税
仁
克
解
し
、
問
家
女
数

の
施
設
な
く
、
叉
安
寧
の
保
障
な
く
、
会
ぐ
無
政
府
の
奮

濁
逃
帝
倒
の
地
猟
の
上
に
義
生
し
北
の
で
あ
る
。
又
4
4

白骨

西
が
大
中
必
的
人
格
を
失
び
、
岡
家
的
生
活
の
資
を
一
市
3

N
B
2
9

し
去
の
時
代
仁
義
生
し
大
の
で
あ
る
。
ア
」
の
時
一
五
方

t 
・ 2

ニ
ニ
四

て
僻
騎
西
革
命
の
狂
糊
怒
議
は
影
浜
と
し
て
寄
せ
来
っ
て

之
を
破
壊
し
食
、
破
壊
し
て
而
し
て
何
物
を
宅
建
設
し
な

か
っ
セ
の
で
あ
る
。
例
蘭
一
酉
自
身
-
包
久
し
く
無
政
府
の
状

態
仁
在
っ
た
。
か
く
て
傘
破
山
市
仁
よ
っ
て
外
観
仁
於
て
雄

大
な
る
、
然
活
内
部
仁
於
て
は
依
然
専
制
的
な
る
新
倣
鼠

商
が
建
設
き
れ
北
。
一
方
に
於
て
普
魯
西
は
一
の
偉
大
な

る
天
才
な
く
し
て
、
民
主
的
新
普
魯
西
を
樹
立
し
文
の
で

あ
っ
北
。

猶
一
事
の
附
山
一
一
口
す
可
を
事
が
あ
る
、
革
命
と
傘
破
掃
除
代

と
は
濁
逸
仁
於
で
も
特
穣
者
の
す
べ
て
の
特
権
を
奪
ぴ
去
・

つ
文
の
で
は
な
い
然
し
彼
等
の
蕃
地
位
は
会
く
取
ι
リ
去
ら

れ
犬
、
・
特
椛
者
は
奮
組
側
逃
帝
図
及
び
其
の
政
府
の
維
持
者

で
あ
っ
、
て
が
、
中
等
階
級
(
市
民
階
級
)
は
新
濁
逃
の
経
答

者
で
あ
ら
叉
経
斡
者
と
な
っ
食
。
然
し
乍
ら
此
市
民
階
級

は
知
見
務
院
な
る
市
井
に
限
ち
れ
、
米
だ
仁
十
八
世
紀
の

啓
蒙
思
想
を
腕
せ
歩
、
今
や
み
一
然
陳
腐
と
な
れ
る
其
の
思

想
仁
総
着
す
る
の
徒
輩
で
あ
っ
食
。
是
れ
彼
等
の
国
家
仁

純
測
す
る
関
係
其
の
岡
家
思
想
の
中
仁
白
か
ら
説
明
文
」
る
、

所
で
あ
る
。

‘ ， 、

っ

こ

契

約

説

仁

従

へ

ば

、

岡

家

は

安

際

契

約

の

上

丘

架

か

れ

、

戒

は

少

乙
の
濁
逸
市
民
階
級
の
、
守
搭
間
的
退
嬰
的
性
質
に
趨
騰
す
な
く
と
唱
斯
の
如
き
唱
の
、
上
仁
立
つ
る
の
と
推
定
3
る

る
一
の
悶
家
説
が
あ
っ
花
、
夫
れ
は
蒋
蒙
主
義
仁
起
源
し

h

の
で
あ
る
。
故
に
岡
家
存
綬
の
基
礎
は
勿
論
黙
諾
の
乙

従
っ
て
時
代
後
れ
な
~
叉
非
歴
史
的
の
も
の
で
あ
っ
セ
が
と
も
あ
る
が
之
を
組
織
す
る
個
人
の
多
数
の
意
思
の
令
致

叉
市
民
級
階
の
新
地
伎
と
其
要
求
と
い
ド
越
令
す
る
自
由
の
仁
あ
る
。
而
し
て
之
が
人
民
主
棋
の
原
則
、
と
如
何
に
相
関

帆
貨
を
有
一
ず
る
も
の
?
の
つ
大
。
此
説
は
僻
蘭
商
革
命
の
一
聯
せ
る
や
拡
一
目
瞭
然
，
で
あ
る
。
郎
も
人
民
主
継
の
原
則

思
想
地
に
ル
少
y
!
の
甚
だ
深
遠
モ
り
な
い
が
、
併
し
歪
一
一
は
叉
此
会
惜
の
観
念
の
第
一
一
一
の
要
素
で
あ
ら
随
て
之
を
し

大
の
影
響
を
忠
惣
界
仁
及
ぼ
し
セ
著
書
民
約
論
と
ど
ん
づ
第
一
ズ
自
由
主
義
者
の
歓
迎
を
受
け
し
め
セ
の
で
あ
る
此
契
約

一
に
関
係
を
有
し
て
居
つ
大
。
此
閥
家
設
を
文
配
し
文
二
一
誌
は
民
約
を
決
し
て
史
賓
と
し
.
て
主
張
す
る
じ
し
を
な

3
・ポノ

筒
の
忠
都
中
、
一
は
友
義
復
興
の
唯
盟
主
義
仁
淵
源
せ
し
一
し
て
、
之
を
箪
仁
謡
規
の
決
定
を
左
右
す
可
を
主
義
観
念

唱
の
、
却
現
牧
絵
叉
は
白
然
法
読
/
で
あ
る
、
此
の
理
性
の
一
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
ぞ
り
、
英
の
啓
蒙
主
殺
の
非
歴
史

絵
叉
は
自
然
の
訟
は
、
久
間
迎
い
牲
の
所
産
に
し
て
、
絶
濁
一
的
要
素
を
合
蓄
し
て
居
る
は
明
白
で
あ
る
。
叉
此
読
は
分

無
限
仁
行
は
れ
、
す
べ
て
を
一
様
仁
拘
束
し
、
成
絵
を
超
一
子
本
位
個
人
本
位
を
採
用
し
個
人
の
意
思
民
隣
家
を
従
ヘ

越
し
、
之
が
標
準
と
な
ら
基
礎
と
な
ん
¥
叉
倒
際
的
ー
で
あ
一
郎
あ
く
0
日

C

口
付
内
庁
け
O

〈
切
と
〈
O
}
O
口
付
。
な
コ
今
と
と
を

打
。
且
つ
歴
史
よ

6
樹
立
し
、
枇
一
剣
的
/
で
あ
ら
且
つ
説
獄
仁
一
混
同
す
る
の
で
あ
る
o
叉
岡
家
を
以
て
「
偶
生
物
し
と
し
入

部

し

て

は

革

命

的

ー

で

あ

る

。

~

民

臥

之

を

任

意

仁

組

織

し

北

る

が

如

く

、

随

意

に

之

を

解

、

此
闘
家
統
の
他
の
基
礎
は
中
世
紀
末
仁
親
は
れ
近
世
哲
皐
髄
し
得
る
唱
の

t
ず
る
o
カ
ン
ト
は
某
の
寸
法
皐

ω
必
現

の
建
設
的
一
精
榊
仁
織
令
し
i

叉
従
っ
て
白
然
訟
の
思
想
と
的
起
源
し
仁
於
て
街
此
思
想

ω範
闘
を
逸
脱
せ
ホ
ノ
、
却
つ

不
可
断
的
嗣
係
を
布
つ
大
所
の
契
約
試
そ
あ
る
o

此
の
読
て
此
思
想
主
将
興
の
根
擦
を
血
ハ
ヘ
文
。
プ
イ
ヒ
テ
も
亦
英

95 
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雑

銭

の
卒
等
を
輿
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
食
の
で
あ
る
。

更
に
斯
設
を
一
般
に
普
及
せ
し
め
北
の
は
バ

I
Aア
y
の
ロ

ッ
テ
ン
グ
仁
し
て
一
八
ご
二
年
を
以
〈
-
初
め
て
世
に
問
は

れ
北
る
彼
の
寓
闘
史
は
世
界
史
に
よ
っ
て
自
由
主
義
の
勝

利
を
鐙
明
せ
ん
之
し
ウ
エ
ル
カ
!
と
の
合
編
に
な
る
政
治

鮮
典
は
常
に
『
鴎
家
は
契
約
に
基
き
多
衆
の
意
思
ね
唯
一

の
裁
決
者
な
ら
』
と
の
設
を
唱
へ
大
。
ス
ザ
ピ
ア
の
す
I

J

ア

y
ド
が
左
の
如
く
一
雨
へ
る
時
期
の
設
は
詩
の
如
く
優
し

く

美

し

く

装

は

れ

北

。

.

憶
契
約
よ
、
我
邦
じ
て
は

料
情
律
は
み
な
放
よ
ら
出
づ

張
律
の
紳
謹
な
る
純
は

閥
民
と
王
室
と
を
繋
十

九
重
の
奥
に
生
れ
給
ぴ

宮
廷
の
搭
箆
に
生
び
立
花
せ
紛
ふ
唱

君
王
と
し
て
は
誓
約
を
結
ば
せ
給
ふ

契
約
に
御
援
を
捺
し
給
ぴ
て

是
等
市
猫
人
は
自
由
主
義
者
の
、
偲
耳
に
入
p

グ
易
き
陳
府
閣

議
薄
な
る
図
家
設
を
正
賞
縦
し
、
個
人
的
に
之
に
必
酵
し

雑

一一一一六

著
っ
自
然
的
原
理
し
に
於
て
斯
説
を
採
用
じ
て
居
る
o
彼
は
法
律
闘
で
あ
っ
大
。
ヵ
y

ト
日
く
『
設
の
思
意
の
安
行
が
他

鋭
棋
を
産
婆
と
の
契
約
丘
北
が
し
め
て
日
く
『
若
し
産
婆
人
の
'
夫
れ
を
妨
害
せ
弐
る
範
閣
に
於
て
行
動
せ
よ
い
と
α
此

が
自
分
の
親
仁
自
分
仁
川
到
す
る
の
機
利
を
迫
反
す
る
と
一
万
…
黙
に
於
て
彼
は
未
だ
個
人
主
義
主
税
主
義
を
股
せ
ぬ
の
で

t

ふ
契
約
を
な
さ

r
bし
な
ら
ば
叉
産
婆
に
し
て
主
と
し
て
て
の
る
o

彼
の
理
想
は
理
性
絵
郎
総
意
思
を
隣
家
仁
行
は
し

契
約
に
従
ひ
白
八
万
の
親
に
代
て
行
匁
を
な
す
仁
非
才
ら
せ
…
め
イ
ん
と
ず
る
に
あ
ふ
号
、
事
貨
は
唯
経
験
の
線
憾
と
他
の

ば
其
の
最
初
の
安
行
と
共
に
産
婆
の
権
利
は
白
分
の
機
利
一
者
の
意
思
1
ζ

各
自
の
意
思
の
後
一
勤
と
の
聞
に
調
節
融
和
を

と
な
っ
大
で
あ
ら
う
併
し
彼
等
以
自
分
の
親
，
で
あ
る
も
と
、
一
計
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
ブ
イ
ヒ
テ
は
カ
Y

ト
の
境

而
し
て
自
由
主
義
は
叉
此
?
採
用
す
る
、
乙
れ
は
全
く
瓦
に
満
足
す
る
乙
と
は
出
来
な
わ
っ
た
、
ォ
封
鎖
商
業
闘
し

民
約
説
に
よ
れ
ば
其
の
改
良
に
よ
る
と
府
北
叉
革
命
に
よ
一
に
於
て
幾
多
闘
家
の
雷
雨
宮
る
枇
合
的
職
一
分
一
が
一

Tdれ
て

る
と
を
間
以
み
が
ノ
人
民
一
が
自
由
に
憲
法
の
更
改
を
な
し
得
る
一
居
ゐ
o

而
し
て
叉
持
勢
の
必
要
上
岡
家
の
閥
民
的
基
縫
並

か
ら
?
の
る
ο

一
に
勢
力
を
理
合
し
閥
民
数
育
の
要
求
よ
t

り
矧
家
を
以
て
丈

之
に
反
し
て
カ
ン
ト
J

乙
ブ
イ
ヒ
テ
之
は
従
来
の
契
約
論
者
一
化
の
擁
護
者
1
ζ

認
h
u

る
に
至
つ
投
。
他
方
に
於
て
中
等
階

と
根
本
に
異
な
っ
て
居
つ
セ
紡
、
が
ゐ
る
、
印
も
政
ロ
蒙
主
義
…
級
の
自
由
主
義
者
は
億
式
の
契
約
誌
に
窪
仰
れ
て
国
家
政

は
す
べ
て
の
唱
の
h
孝
一
溺
之
各
人
の
安
術
品
γ

と
を
何
ら
か
の
一
基
縫
百
的
に
闘
す
る
皐
設
の
哲
率
的
根
按
並
に
一
層
明
細

形
に
於
て
安
現
し
叉
要
求
す
る
を
以
て
、
岡
家
の
目
的
E
ζ

一
な
る
分
析
研
究
は
ふ
…
然
悠
絡
に
仰
せ
ら
れ
セ
自
然
法
は
の

し
た
の
で
あ
る
が
、
カ
シ
ト
は
倫
理
上
に
於
け
る
が
如
(
…
治
の
現
款
に
封
し
、
政
府
の
計
叢
に
封
ず
る
自
由
批
列
の

是
に
於
て
も
亦
極
め
て
巌
酷
で
幸
一
服
説
を
非
と
し
、
問
家
~
根
擦
と
な
L

リ
、
標
準
と
な
っ
食
。
契
約
は
人
民
主
格
に
鈎

の
目
的
よ
み
幸
一
臓
を
州
削
除
し
て
、
隣
家
ぞ
以
て
圧
義
を
貸
す
る
信
頼
の
基
礎
と
な
'
り
人
民
の
立
法
参
奥
を
五
常
な
1
9

現
せ
る
告
の
と
考
へ
化
、
彼
の
岡
家
は
法
治
樹
で
あ
っ
文
と
し
、
法
治
閣
は
第
一
に
民
檎
を
保
護
し
蔦
誌
に
法
律
上

!l6 '7. 

総

怨
め
に
偶
々
苦
脳
せ
ぎ
る
い
を
得
ぎ
る
の
事
情
ゐ
よ
り
し
潟
め

其
の
熱
必
の
皮
は
多
々
盆
々
強
め
且
?
高
め
ら
れ
士
。
彼

等
は
口
仁
唱
ふ
る
所
を
官
践
銀
行
し
北
の
で
あ
る
。
司
自
由

主
L

権
利
』
之
、
以
彼
等
に
取
っ
て
は
撃
な
る
言
葉
で
は
な
く

会
人
格
を
賭
し
て
岡
兵
の
然
め
に
獲
得
せ
ん
と
し
セ
る
財

産
で
あ
っ
校
。

今
や
此
設
は
一
掃
き
れ
て
復
文
其
の
形
影
を
認
め
な
い
。

歴
史
振
は
非
歴
史
、
仮
に
代
b
、
有
機
読
は
器
械
設
に
代
る

に
歪
つ
セ
。
然
し
な
が
ら
白
然
絡
の
思
想
が
全
然
排
斥
せ

ら
れ
、
其
の
批
列
的
脈
管
が
絶
大
れ
た
之
一
五
ふ
乙
と
は
、

信
ほ
一
の
損
失
文
る
を
失
は
ぬ
。
憐
か
に
永
劫
不
易
す
べ

て
の
時
代
に
趨
用
当
時
b

h
自
然
法
な
る
唱
の
は
な
い
、
且

つ
叉
巌
正
な
る
意
味
に
於
て
決
し
て
法
律
と
は
一
五
へ
ま
い

が
、
真
理
は
其
の
中
に
合
益
岡
き
れ
て
居
る
o

芳
は
絶
え
歩

幾
越
し
図
民
生
活
の
必
要
と
共
に
轄
援
す
る
所
の
『
一
辰

義
な
る
法
』
の
概
念
で
あ
る
。
此
思
想
此
概
念
な
く
ん
ば

成
訟
は
岡
山
え
し
骨
化
し
人
類
は
ま
セ
其
の
法
律
的
図
家
的

生
活
保
件
仁
於
て
停
滞
不
振
の
運
命
に
陥
る
外
は
な
い
。

(
一
ニ
)
ロ
}
マ

Y
チ

i
グ
波
の
閥
家
説

ご
ニ
七
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蹴
仁
漣
ペ
セ
る
が
如
く
啓
蒙
の
思
想
は
平
板
'
無
味
且
つ
陳

腐
で
あ
る
の
み
な
ら
歩
、
保
蘭
西
革
命
の
理
論
と
し
て
国

家
を
危
う
す
る
の
悪
鉢
が
あ
る

i
l最
電
ロ
ッ
テ
ッ
グ
、

ウ
I
一7
y
ド
、
山
γ

旦
ル
カ
ー
の
'
如
を
何
れ
川
市
革
命
論
者
で

は
な
い
叉
急
劇
論
者
A
U
M
も
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
卒
凡
で

あ
・
夕
、
陳
腐
サ
あ
'
り
一
、
加
ふ
る
仁
革
命
的
モ
あ
る
が
故
仁

極
め
て
容
易
仁
歴
史
的
観
念
有
機
的
観
念
を
打
立
て
る
乙

を
が
出
来
食
の
で
あ
る
。
回
取
電
古
へ
は
ノ
バ
リ
ス
の
図
家

論
が
あ
る
。
彼
が
弱
冠
の
普
図
王
及
王
妃
仁
野
す
る
詩
的

媛
鮮
は
全
く
個
人
崇
拝

mmgGHMExg
で
あ
っ
花
、
な
れ

ど
も
、
彼
が
王
政
に
燈
際
れ
な
る
の
奉
安
d
u
認
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
側
一
家
は
宮
山
可

0
8
2
5勺
om
大
人
格
で
あ
る
、
一

u

人

類
じ
琢
t
り
最
低
緊
阿
切
な
る
必
裂
物
以
闘
家
で
あ
る
匂
五
日
人

は
飴
I

り
に
岡
家
を
軽
脱
ず
旬
愛
闘
の
熱
誠
な
か
る
可
か
ら

・本

J憂
悶
聞
の
志
士
出
で
か
』
る
可
か
ら
ホ

Jh今
や
多
数
の
も
の

は
却
っ
て
同
家
と
敵
郵
の
地
歩
仁
立
て
よ
り
』
と
絶
叫
し
セ

る
け
い
彼
で
あ
る
。
円
岡
氏
拡
迎
総
で
あ
る
五
日
人
は
岡
氏
、
文
ら

才
る
可
か
ら
歩
』
7

乙
は
カ
y
ト
統
に
問
ゆ
る
が
其
の
裏
面

に
拡
一
一
勝
脱
的
個
人
主
義
し
が
潜
ん
で
届
つ
食
、

ん

同
b
く
膝
脆
阪
の
ア
オ
ン
グ
ン
ツ
は
寸
法
の
起
源
及
び
最

高
原
則
L

な
る
書
に
於
て
、
カ
シ
ト
の
立
場
よ
f

り
俄
蘭
西

革
命
を
熱
必
仁
詩
護
し
文
が
、
叉
バ

i
グ
の
著
寸
倣
悶
革

命
論
」
を
濁
欝
し
某
の
戚
化
の
下
仁
彼
の
革
命
に
謝
す
る

態
度
は
忽
も
豹
縫

rし
花
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
ウ
イ
ル
へ

ル
ム
三
世
郎
位
に
際
し
、
彼
は
上
奏
し
て
出
版
の
自
由
を

要
請
し
大
。
併
し
彼
が
傘
破
山
市
，
攻
撃
仁
力
め
な
英
閥
必
酔

時
代
名
勝
て
滋
ぎ
去
つ
な
。
彼
は
最
近
欧
洲
均
勢
史
論
仁

於
〈
プ
イ
ヒ
一
ア
仁
敢
て
譲
ら
も
d

る
の
雄
総
を
以
て
「
強
し
と

「
純
し
と
寸
善
じ
と
を
絶
叫
し
食
の
で
あ
る
。
併
し
彼
は
結
局

プ
イ
ヒ
テ
で
は
な
い
、
ス
タ
イ
ン
で
は
な
か
っ
食
。
此
ニ

代
と
は
会
く
相
反
し
、
康
民
を
す
て
応
民
を
締
疑
し
、
特

権
を
等
援
甘
ん
と
し
て
貴
族
に
趨
つ
セ
の
で
ゐ
る
。
従
っ

て
彼
、
が
メ
ッ
テ
ル
コ
レ
し
に
使
事
し
て
自
由
主
義
の
一
敵
と
な

b
攻
撃
者
冒
と
な
ら
叉
正
統
主
義
復
古
主
義
の
蹄
護
者
と
な

っ
北
乙
と
は
章
改
υ
怪
し
ひ
仁
足
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
彼
は
闘

兵
か
代

u

議
政
治
仁
川
謝
す
る
希
望
を
排
し
て
替
制
を
推
稀
し

同
家
を
以
て
革
命
仁
封
ず
る
唯
一
の
防
御
者
と
し
、
カ
ソ

リ
ッ
グ
数
舎
を
以
て
新
教
の
主
観
主
義
仁
詩
ず
る
防
波
堤

， :9~ 

と
考
ヘ
食
。
何
と
な
れ
ば
彼

l
i新
教
徒

J
iに
取
ι
リ
て

ば
宗
数
改
革
は
す
べ
て
の
害
惑
の
根
原
で
み
ん
叉
す
べ
て

の
革
命
の
稜
端
で
あ
る
之
考
へ
ら
れ
花
、
わ
ら
寸
あ
る
。
込

ル
ハ
イ
ム
は
彼
の
此
矛
盾
を
指
摘
し
て
日
く

何
巧

Cω

三日付件。一色♂
H
1
u

の
け
宅
m
w
m

の
O
片

付

四

m
m
g「

仏

m
g

口
口
仏

1
3
d
σ
ぬ
門
戸

cmm
〈

0
3

】

v
c
-
k
o…巧
O
U
F
O山
ω

彼
は
後
年
再
び
ア
〆
ム
ミ
ス
ラ
ー
を
棄
て
、
ホ
ッ
プ
ス
ド
ド

蹴
っ
た
。
要
之
彼
は
『
大
な
る
才
幹
で
は
あ
る
が
特
色
の

な
き
わ
が
偉
者
で
あ
る
』

l
し
は
乙
の
濁
逸
政
治
新
聞
記
者

の
先
輩
仁
鈎

L
て
五
口
々
の
到
達
す
可
き
決
論
で
あ
る
。
プ

リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
V

一
一
じ
!
グ
ル
は
彼
と
同
様
に
際
航
を
摩

ぴ
砂
日
っ
て
草
命
を
精
設
し
わ
仏
る
彼
は
メ
ッ
テ
ル
二
一
ヒ
に
使

事
し
業
の
政
策
の
矯
め
に
紘
一
?
を
執
っ
花
。

此
政
治
的
マ
!
?
シ
チ

I
グ
に
・
次
い
で
起
J

り
し
は
歴
史
法

皐
仮
に
し
〈
、
此
仮
は
自
然
法
を
排
斥
し
絵
の
康
史
的
起

源
を
震
蹴
し
、
絵

e亦
言
語
習
俗
の
'
如
く
不
知
不
識
の
閉

じ
構
成
せ
ら
る
i
i

民
族
精
赫
の
分
涙
す
る
所
な
人
ツ
之
唱
ヘ

柁
O

ザ
ピ
ア
は
此
振
の
関
班
文
J

り
oa
叉
ぃ
β
!
マ

Y

チ
カ

i

-ι!ι
で
の
克
路
撃
者
柁
み
ア
イ
レ
μ

ホ
ー
ケ
y
I
ι
共
仁
口
を
鮪

線

総

ヘ
て
傘
被
山
帝
大
法
典
並
r
ト
普
図
法
を
人
工
的
事
援
的
の
作

成
物
と
し
て
燦
々
謀
れ
る
不
信
の
批
評
を
加
ヘ
セ
。
叉
彼

」
は
岡
家
と
人
民
と
を
以
て
共
に
消
極
的
保
守
的
の
が
も
の
文

一
ら
し
め
ん

E
し
、
従
っ
て
メ
ッ
安
ル
一
)
ヒ
の
現
状
維
持
守

一
成
の
政
策
を
賛
し
北
の
で
あ
る
o
此
紡
仁
於
て
彼
は
法
施
守

一
上
の
グ

J

プ
ジ
カ
1
北
る
と
共
仁
全
文
ロ
ー
マ
ン
チ
カ
ー
で

一
占
め
る
。
此
歴
史
法
皐
祇
殊
仁
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
は
濁
巡
の
件
前

一
制
史
研
究
に
議
涼
し
、
務
逃
人
の
倒
民
的
白
地
却
を
喚
践
す

…
る
上
に
於
て
少
な
か
ら
合
る
数
莱

T
有
し
北
の
で
守
め
る
o

…
狭
義
に
於
け
る
ロ
ー
マ

Y7sグ
岡
家
設
の
、
代
表
者
は

一
ァ
〆
ム
ミ
ユ
一
ア
ー
で
あ
る
彼
拡
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
を
駁
撃
し

一
て
、
農
業
闘
と
し
て
普
魯
西
の
挟
態
を
維
持
せ
ん
乙
と
仁

カ
め
大
彼
の
立
場
は
プ
ム
ボ
ル
ト
の
夫
と
は
雲
泥
容
壌
の

差
が
あ
る
。
彼
は
其
の
著
「
政
治
要
綱
L

に
於
て
司
閤
家
を

以
て
人
事
関
係
の
総
糟
が
一
の
有
機
的
卒
一
鰹
仁
結
合
し
大

替
の
で
あ
る
』
と
し
文
国
家
は
生
死
の
大
綱
の
下
に
子
漣

し
て
居
る
、
過
去
現
在
未
来
の
人
類
の
優
等
な
る
共
同
国

憾
で
あ
五
、
夫
れ
は
恒
久
永
遠
の
存
績
を
有
し
永
久
仁
動

い
て
止
ま
才
る
所
指
思
想
の
世
界
で
あ
る
、
肉
的
物
的
一
時

一一ニ丸，
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雑

銭

魔
的
生
活
は
鴎
家
-P-
推
断
す
る
じ
は
不
充
分
で
あ
る
、
腿

家
の
本
牲
を
認
識
せ
ん
が
矯
め
に
此
す
べ
て
の
不
可
見
的

の
ほ
の
精
神
、
一
道
徳
、
必
、
人
類
思
想
上
の
活
動
を
追
求

し
献
に
腐
家
よ
ら
議
け
ら
れ
北
る
思
想
を
悶
明
す
る
乙
と

は
絡
封
一
に
必
要
で
あ
る
、
叉
セ
彼
は
バ

1
グ
の
悌
鵠
西
命

革
論
に
附
加
し
て
臼
く
『
岡
家
は
箪
に
一
個
の
工
場
に
あ

ちゃ，
f

農
場
に
あ
ら
み
少
保
険
機
関
に
あ
ら
み
が

J

叉
商
事
舎
祉
で

オ
も
な
い
。
岡
家
は
閥
民
の
物
質
的
精
神
的
財
資
金
部
業
の

内
部
的
外
部
的
生
活
全
部
の
深
ぐ
結
合
し
て
〆
造
れ
る
偉
大

な
る
精
力
を
有
し
永
久
に
活
動
す
る
所
の
図
慨
す
あ
る
』

G

ル
ー
ド
ウ
イ
ヅ
ヒ
・
プ
オ
ン
・
ρ

ッ
ラ
ー
は
民
約
の
状
態
を

す
〈
k
E

専
ら
上
滑
録
湿
の
行
は
る
h
自
然
欽
態
を
標
準
!
と

し
基
礎
と
し
北
。
此
の
白
然
的
吠
態
の
下
じ
行
は
る
、
白

然
法
則
は
甚
だ
筒
短
で
お
る
、
印
俊
者
強
者
が
支
配
し
叉
一

支
配
す
可
を
乙
・
と
は
是
で
あ
る
。
漏
し
て
彼
は
岡
家
の
基
一

礎
を
力
主
権
と
仁
求
め
記
。
此
機
と
力
と
を
有
す
る
者
は
…

王
委
で
あ
る
、
左
れ
ば
王
る
の
統
治
は
紳
の
定
め
、
よ
帝
の

f

望
ま
る
、
自
然
の
秩
序
で
あ
る
。
王
径
は
プ
リ
ー
ド
リ
ヒ

大
王
。
云
ヘ
る
が
如
く
鴎
家
の
従
僕
に
あ
ら
歩
し
て
濁
立

二
三
O

の
主
人
で
あ
る
。
闘
家
は
葉
の
私
有
物
，
で
あ
る
。
図
法
は

件
賃
上
私
法
Aa
」
区
別
曲
、
。
る
可
き
も
の
モ
は
な
い
。
若
夫
れ

王
R

公
権
力
を
漉
用
し
校
る
場
合
は
如
何
O

斯
か
る
時
の
危

険
に
備
ヘ
北
る
憲
法
並
に
成
究
法
及
概
し
て
入
居
均
的
私
設

は
之
に
封
し
て
何
ら
の
効
力
も
な
い
。
唯
山
宗
滋
と
道
徳
と

に
よ
っ
て
其
の
槽
力
態
用
を
制
し
得
可
き
唱
の
で
あ
る
。

勿
論
白
然
状
態
に
於
け
る
強
者
拡
自
助
の
思
想
を
排
斥
し

得
る
が
、
必
要
の
場
合
に
於
て
革
命
の
思
想
を
除
外
す
る

乙
と
は
出
来
ぬ
、
唯
々
革
命
は
甚
稀
有
の
事
で
あ
っ
て
其

の
安
行
は
甚
だ
困
難
で
み
る
叉
屡
々
不
可
能
で
あ
る
、
且

つ
一
屠
多
く
の
場
合
に
於
て
夫
れ
は
甚
だ
賢
明
の
慮
置
で

は
な
い
、
詮
ム
ア
る
所
斯
が
る
場
合
仁
於
て
宅
厄
下
は
唯
上

滑
に
依
頼
す
る
の
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

同
容
伎
と
し
て
庄
使
呂
佑
吉
、
副
使
慶
選
従
事
丁
好
兎
以

下
こ
百
七
十
鈴
人
を
怠
る
に
至
れ
'
h
ノ
、
慶
長
十
二
年
の
信

使
節
も
是
品
。

十
二
年
五
月
一
一
一
使
先
づ
野
鳥
に
来
t
り
彼
図
雄
前
H

よ

b
の

書
を
羽
鳥
守
に
渡
す
。
野
〈
此
地
に
留
6
御
澱
の
儀
式
を

相
談
し
閥
舎
を
改
作
し
、
獲
物
を
増
し
、
別
磁
を
書
き
改
め

三
月
サ
ニ
ロ
義
相
官
リ
置
に
柳
川
竪
前
守
景
直
綿
一
信
蘇
霊
奪

三
伎
を
同
議
ん
て
野
鳥
密
接
し
四
月
サ
一
日
京
に
着
し
大

徳
寺
に
館
す
。
間
四
月
六
日
叉
京
を
出
て
、
関
東
に
向
ふ
、

時
仁
家
族
老
し
て
段
広
駿
府
に
在
6
日
く
此
度
以
策
ね
て

仰
付
け
し
如
く
秀
忠
へ
の
御
織
な
れ
ば
先
づ
蔚
に
江
戸
に

参
向
し
師
勝
駿
府
へ
立
寄
る
べ
し
と
、
依
て
信
使
先
づ
江

戸
仁
向
ふ
、
幕
府
会
飯
の
代
官
仁
命
b
て
饗
感
を
掌
ら
し

め、

mm道
の
大
名
仁
課
し
て
鞍
馬
二
百
疋
駄
馬
二
百
疋
人

去
三
官
僚
入
を
出
し
て
一
行
を
助
け
し
ひ
、
二
十
四
日
紅
一

戸
仁
若
し
本
替
寺
に
館
ず
。
五
月
六
日
江
戸
城
に
於
て
綿
一

軍
秀
忠
に
鵡
し
業
問
問
書
及
ぴ
土
宜
数
口
仰
を
献
歩
、
此
時
彼
一

よ』
-O
我
に
贈
の
し
図
書
は
績
議
隣
岡
賢
詑
、
外
審
逝
書
、

外
問
通
信
志
等
に
見
ゆ
是
れ
邸
も
艶
馬
の
改
作
じ
h
v
h
る

雑

銭

徳
川
初
期
削
減
日
韓
関
係
(
英
二
)

小

津

愛

国

日
韓
外
交
は
今
や
益
々
佳
境
に
入
ら
ん
と
す
。
慶
長
十

二
年
邸
も
明
の
前
向
暦
三
十
五
年
春
朝
鮮
王
李
昭
は
会
年
の

唱
の
仁
し
て
幕
府
本
じ
み
る
唱
の
是
品
。

朝

鮮

問

王

季

問

、

奉

二

書

日

本

同

王

殿

下

…

交
隣
有
ν
道
、
白
レ
古
而
然
、
二
百
年
来
、
海
波
不
レ
拐
、
例
莫
ν
非一一

天
朝
之
賜
日
而
鰍
邦
亦
例
祭
一
一
於

貴
闘

-a哉
、
壬
辰
之
強
無
レ
故
劫
ν
兵
、
総
v
縞
経
v
惨
、
而
及
コ
先
王
丘

基
一
般
邦
君
臣
、
.
痛
心
切
骨
、
義
不
ゐ
持
二
貴
闘
品
ハ
議
忠
夫
上
六
七
年
来
、
馬

島
雛
下
以
二
知
事

h
r説
、
質
敵
邦
所
レ
耽
、
一
部
関
今
者
￥

賞
鴎
政
一
一
部
例
代
之
非
一
行
一
一
夜
交
之
道
一
荷
如
ν
獄
、
則
笠
非
一
一
雨
悶
生
態
之

誠
一
砲
散
馳
一
一
使
伶
一
以
祭
日
和
好
之
総
一
一
ふ
棋
士
宜
、
具
戴
ニ
別
輔
一
統
希
一
一

雄一祐一

寓
暦
三
十
五
年
正
月
日

朝

勝

朗

王

挙

陥

而
し
て
左
仁
泉
げ
し
替
の
は
彼
の
異
に
贈
ら
し
屯
の
仁
し

て
艶
馬
体
潟
本
に
あ
る
も
の
印
も
是
息
。

朝

鮮

国

王

李

昭

奉

ニ

復

日

本

閣

制

王

殿

下

一

炎
隣
有
ν
道
、
自
ν
古
而
然
、
二
百
年
来
‘
海
波
不
v
柵
拐
、
例
英
ν
非コ

天
朝
之
賜
一
市
厳
邦
亦
例
質
一
私
h

p

貴
闘
一
啓
哉
、
受
辰
之
盤
、
無
ν
故
動
レ
兵
、
総
ν
縞
極
V

惨
‘
而
歪
ν
及一一.

先
王
丘
芸
品
m
邦
君
臣
、
摘
心
切
骨
、
義
不
下
関
一
一
応
品
問
日
共
載
中
天
ム
六
七

年
来
、
馬
島
雄
下
以
三
和
世
帯
」
矯
h
F

強
師
、
安
倣
邦
所
ν
耽、

賞
図
輩
ν
葱
而
・
新
聞
、
札
先
及
乃
謂
改
目
前
代
非
-
者
、
教
レ
款
歪
レ
此
、

将
知
日
目
知
識
一
世
非
二
雨
園
生
盛
之
路
-
一
品
、
議
勝
目
伎
俳
二
府
然
同
一
日
東
意
“

不
腕
土
宜
、
具
在
ニ
別
幅
…
統
希
二

盛
亮
一

一・ー-
. .，..‘ 一一・u・‘


